
　

総
合
的
な
雪
対
策
の
推
進
を
図
る
た

め
、
委
員
５
人
を
公
募
し
ま
す
。

■
任
期
／
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

■
応
募
資
格
／
当
町
に
住
所
を
有
す
る

満
20
歳
以
上
の
人
で
、
平
日
昼
間
の
会

議
で
も
出
席
で
き
る
人
。

■
応
募
方
法
／
９
月
17
日
（
水
）
ま
で

に
建
設
課
で
配
布
の
申
込
書
（
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を

提
出
。
郵
送
可
（
当
日
消
印
有
効
）

■
業
務
／
町
税
の
徴
収
業
務

■
募
集
人
員
／
１
名

■
資
格
／
普
通
運
転
免
許
証
（
徴
収
業

務
時
公
用
車
運
転
）

■
雇
用
期
間
／
平
成
26
年
10
月
１
日
〜

平
成
27
年
３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）

■
賃
金
／
月
額　

町
規
則
に
よ
る
額

（
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
あ
り
）

■
勤
務
時
間
／
月
か
ら
金
曜
日
（
週
５

日
）
13
時
〜
19
時
ま
で

■
申
込
期
限
／
９
月
17
日
（
水
）
ま
で

納
税
対
策
室
納
税
係
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
紹
介
状
を
添
え
て
履
歴
書
を
提
出
。

調
理
員
（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
）
を
募
集
。

■
資
格
／
60
歳
未
満
の
町
内
在
住
者

■
業
務
／
学
校
給
食
調
理
業
務
全
般

■
募
集
人
数
／
数
名

■
勤
務
場
所
／
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

■
雇
用
期
間
／
採
用
の
日
か
ら
平
成
27

年
３
月
31
日
ま
で
（
以
降
更
新
可
能
）

■
勤
務
時
間
／
月
〜
金
曜
日
の
う
ち
週

４
日　

８
時
15
分
〜
15
時
30
分
（
週
１

日
の
み
８
時
15
分
〜
15
時
15
分
）

■
報
酬
／
時
給
８
１
０
円
（
町
規
定
に

よ
る
）　　

雇
用
保
険
加
入

■
応
募
方
法
／
９
月
12
日
（
金
）
ま
で

に
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
履
歴
書
と

共
に
提
出
。

■
入
居
申
込
期
間
／
９
月
１
日
（
月
）

〜
９
月
16
日
（
火
）
※
期
間
経
過
後
は

今
回
の
募
集
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

一
般
世
帯
向
け
（
複
数
世
帯
）

・
ひ
ま
わ
り
団
地
（
北
６
西
５
）

　

２
Ｄ
Ｋ　

１
戸
（
２
階
）

高
齢
者
（
60
歳
以
上
）
世
帯
向
け

・
望
羊
団
地
（
北
４
東
４
）

　

２
Ｄ
Ｋ　

１
戸
（
１
階
）

　

修
繕
等
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま

で
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま

す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

藍
染
を
や
っ
て
み
よ
う
！

■
内
容
／
畑
で
藍
を
収
穫
し
、
絹
の
ス

ト
ー
ル
を
染
め
ま
す

■
日
時
／
９
月
７
日
（
日
）

　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時

■
材
料
費
／
１
人
１
５
０
０
円

■
定
員
／
大
人
10
名
（
子
ど
も
同
伴
可
）

■
用
意
／
ゴ
ム
手
袋
、エ
プ
ロ
ン
、ボ
ー

ル
（
直
径
30
セ
ン
チ
程
度
）、
染
め
る

布
の
持
参
可
（
絹
、
化
繊
、
ウ
ー
ル
）

■
申
込
み
／
倶
知
安
風
土
館

くらしのガイド 9月号

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお寄せください

※掲載希望月の前月 10 日までに

企画振興課広報広聴係へ要連絡

－10－

※
９
月
30
日
は
固
定
資
産
税
第
３
期
の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
！

■町税務課　☎ 22-1121（代表）

町道民税 ･軽自動車税のこと (窓口⑧ )▷住民税係☎ 56-8003
税金の納付方法 ､納税相談 (窓口⑨ )　▷納 税 係☎ 56-8002
固定資産税のこと（窓口⑩）　　　　　 ▷資産税係☎ 56-8004

　■HP http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/zei/

絡

税係☎ 56-8003

納税だより

ジャガ太からの伝言

最初が肝心！法人の届け出　　　

　町内に事務所、事業所などを有する法人には「法

人町民税」の申告義務が課せられます。そのため、

町内に新たに法人を設立した、または町外の法人が

町内に事務所、事業所などを設置した場合には、下

記のものを速やかに住民税係（窓口⑧）へ届け出て

ください。

①法人設立（設置）届出書 ※

②定款

③登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

　なお、届け出している

内容（代表者、主たる所

在地、事業年度など）に

変更があった場合には、

登記簿謄本と共に「異動

届出書※」を提出してく

ださい。

※窓口に届出書をご用意しています。

町
建
設
課
住
宅
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
１
２

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
税
務
課
納
税
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
２

非
常
勤
職
員
を
募
集

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　

☎
22
―
０
５
０
６

調
理
員
の
募
集

町
建
設
課
豪
雪
対
策
室　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
１
１

倶
知
安
町
雪
対
策
委
員

募集

倶
知
安
風
土
館　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
―
６
６
３
１

倶
知
安
風
土
館
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

開催



広報くっちゃん くらしのガイド

－11－

　
「
終
活
の
ス
ス
メ
〜
自
分
ら
し
く
生

き
て
自
分
ら
し
く
終
わ
る
た
め
に
〜
」

　
「
終
活
」（
意
味
：
残
り
の
人
生
を
よ

り
よ
く
生
き
る
た
め
、
葬
儀
や
墓
、
遺

言
や
遺
産
相
続
な
ど
を
生
前
か
ら
考
え

て
準
備
す
る
こ
と
）
を
学
び
、
男
女
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
、
生
涯
を
自

分
ら
し
く
生
き
ま
し
ょ
う
！

■
講
師
／
司
法
書
士　

坂
口　

亜
子

■
日
時
／
10
月
６
日
（
月
）
13
時
15
分

〜
15
時　
　

※
参
加
料
無
料

■
場
所
／
公
民
館
中
ホ
ー
ル

■
主
催
／
男
女
平
等
参
画
し
り
べ
し

20　

公
益
財
団
法
人
北
海
道
女
性
協
会

■
共
催
／
倶
知
安
町

　

消
費
者
問
題
に
関
心
の
あ
る
方
を
対

象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

〜
人
を
つ
な
ぐ
、
地
域
を
つ
な
ぐ
〜

■
日
時
／
10
月
11
日
（
土
）
10
時
〜
15

時
30
、
12
日
（
日
）
10
時
〜
15
時
15
分

■
場
所
／
公
民
館
中
ホ
ー
ル

■
受
講
料
／
無
料

■
テ
ー
マ
／
消
費
生
活
の
身
近
な
法
律

を
知
り
生
活
を
守
ろ
う
、
市
民
と
と
も

に
地
域
の
福
祉
を
す
す
め
る
た
め
に
他

■
申
し
込
み
／
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ

メ
ー
ル
に
必
要
事
項
①
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
②
性
別
③
住
所
④
電
話
番
号
⑤

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち
の
方
）
⑥

セ
ミ
ナ
ー
受
講
日
（
全
日
程
受
講
が
基

本
で
す
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
１
日
単

位
受
講
も
可
能
）
を
明
記
し
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。（
９
月
19
日
（
金
）
必
着
）

■
郵
送
先
／
〒
０
６
０
―
０
０
４
２

札
幌
市
中
央
区
大
通
西
18
丁
目
１
―

43　

プ
レ
ジ
ャ
ー
大
通
西
18
・
１
０
８

（
公
社
）
全
国
消
費
生
活
相
談
員
協
会

北
海
道
支
部　

宛

☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
１
１
―
６
２
２
―
２
７
２
５

（
月
・
火
・
木　

10
時
〜
15
時
）

　

hokkaidozenso@
gm
ail.com

■
日
時
／
９
月
28
日
（
日
）
13
時
〜

■
場
所
／
旭
ヶ
丘
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

■
対
象
／
町
内
在
住
の
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

愛
好
者

■
申
込
／
個
人
申
込
と
し
、
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
場
管
理
棟
の
申
込
用
紙
に
記
入
。

■
参
加
料
／
１
５
０
０
円
（
当
日
受
付

で
納
入
）

■
競
技
方
法
／
当
日
抽
選
に
よ
り
男
女

ペ
ア
を
基
本
と
し
た
組
を
編
成
。
男
女

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
場
合
は
、
男
性

の
み
の
ペ
ア
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
管
理
棟
掲
示
の
開
催
要
項
を

参
照
く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切
／
９
月
10
日
（
水
）

■
お
問
い
合
わ
せ
／
大
会
運
営
委
員
会

事
務
局　

高
山　

☎
22
―
５
５
２
０

　

倶
知
安
保
健
所
で
は
、「
自
殺
予
防

週
間
」
に
合
わ
せ
、
自
殺
や
精
神
疾
患

ん
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
し
、
命
の
大

切
さ
、
自
殺
の
危
険
を
示
す
サ
イ
ン
、

危
険
に
気
付
い
た
と
き
の
対
処
な
ど
に

つ
い
て
住
民
の
理
解
促
進
、
知
識
の
普

及
啓
発
を
目
的
と
し
た
パ
ネ
ル
展
を
開

催
い
た
し
ま
す
。

＊
平
成
19
年
６
月
策
定
の
「
自
殺
総
合

対
策
大
綱
」
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
毎

年
９
月
10
日
か
ら
の
１
週
間
を
「
自
殺

予
防
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

＊
全
国
で
年
間
３
万
人
近
く
の
方
が
自

殺
し
て
お
り
、
北
海
道
で
も
毎
日
３
人

の
方
が
自
殺
し
て
い
る
現
状
で
す
。

■
日
時
／
９
月
８
日
（
月
）
〜
12
日
（
金
）

■
場
所
／
後
志
総
合
振
興
局
１
階

■
お
問
い
合
わ
せ
／
後
志
総
合
振
興
局

保
健
環
境
部
保
健
行
政
室
（
倶
知
安
保

健
所
）
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

担
当
：
髙
橋　
　

☎
23
―
１
９
５
７

■
日
時
／
10
月
５
日
（
日
）
10
時
〜
15
時

■
場
所
／
札
幌
法
務
局
倶
知
安
支
局

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
原
則
、
予
約
制
で
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
月
の
折
込
チ

ラ
シ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
札
幌
法
務
局
倶
知

安
支
局　

☎
22
―
０
２
３
２

　

北
海
道
財
務
局
の
専
門
の
相
談
員
が

「
借
金
の
悩
み
」「
金
融
問
題
」
を
親
身

に
な
っ
て
お
聴
き
し
、
あ
な
た
に
合
っ

た
解
決
方
法
を
提
案
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
９
月
10
日
（
水
）
10
時
〜
12

時
※
要
予
約

９
月
30
日
（
火
）
９
時
〜
12
時
、
13
時

〜
16
時
※
予
約
不
要

■
場
所
／
小
樽
地
方
合
同
庁
舎
（
小
樽

市
港
町
５
番
２
号
）

■
お
問
い
合
わ
せ
／
北
海
道
財
務
局
相

談
員
☎
０
１
１
―
８
０
７
―
５
１
４
４

　

町
で
は
大
気
中
の
微
小
粒
子
状
物
質

（
Ｐ
Ｍ
2.5
）
の
影
響
が
心
配
さ
れ
る
場

合
、
防
災
行
政
無
線
を
通
じ
皆
さ
ん
に

注
意
を
促
す
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。
町
に
は
測
定
機
器
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
後
志
地
方
で
唯
一
測
定
機

器
を
備
え
る
小
樽
市
が
「
注
意
喚
起
」

情
報
を
発
表
・
解
除
し
た
場
合
、
町
で

も
そ
の
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

７
月
26
日
に
札
幌
市
な
ど
で
環
境
基

準
を
上
回
り
、「
注
意
喚
起
」
情
報
が

発
表
さ
れ
た
の
を
受
け
、
道
が
測
定
機

器
を
持
た
な
い
倶
知
安
町
を
含
め
た
道

内
市
町
村
へ
の
緊
急
連
絡
体
制
を
整
備

す
る
の
に
伴
う
も
の
で
す
。

【
Ｐ
Ｍ
2.5
と
は
】

　

大
気
中
に
浮
遊
し
て
い
る
2.5
㎛
（
マ

イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
。
１
㎛
は
１
㍉
の
千

分
の
１
）
以
下
の
小
さ
な
粒
子
の
こ
と

で
、
従
来
か
ら
環
境
基
準
を
定
め
て

対
策
を
進
め
て
き
た
浮
遊
粒
子
状
物

質
（
Ｓ
Ｐ
Ｍ
：
10
㎛
以
下
の
粒
子
）
よ

り
も
小
さ
な
粒
子
で
す
。
物
の
燃
焼
に

よ
っ
て
直
接
排
出
さ
れ
る
も
の
と
、
硫

黄
酸
化
物
や
窒
素
酸
化
物
な
ど
ガ
ス
状

の
大
気
汚
染
物
質
が
主
に
大
気
中
で
の

化
学
反
応
に
よ
り
粒
子
状
に
な
っ
た
も

の
と
が
あ
り
、
髪
の
毛
の
太
さ
の
30
分

の
１
程
度
と
非
常
に
小
さ
い
た
め
、
肺

の
奥
深
く
ま
で
入
り
や
す
く
、
呼
吸
器

系
に
加
え
、
循
環
器
系
へ
の
影
響
が
心

配
さ
れ
て
い
ま
す
。

消
費
者
力
・
見
守
り
力

ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

第
１
回
倶
知
安
町
長
杯

ペ
ア
マ
ッ
チ
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
大
会

自
殺
予
防
普
及
啓
発
パ
ネ
ル
展

借
金
・
金
融
一
般
無
料
相
談
会

町
環
境
対
策
課
環
境
係　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
８

P
M
2.5
注
意
情
報

注意

町
総
務
課
総
務
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
０

男
女
平
等
参
画
講
演
会

法
務
局
休
日
相
談
所



　

国
立
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発

校
で
は
、
求
職
中
の
障
が
い
者
（
応
募

希
望
者
）
の
入
校
前
適
正
相
談
を
実
施

し
ま
す
。

■
実
施
期
間
／
平
成
26
年
７
月
１
日
〜

平
成
27
年
３
月
13
日

　

詳
し
く
は
、
当
校
ま
た
は
最
寄
り
の

公
共
職
業
安
定
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

（
〒
０
７
３
―
０
１
１
５　

砂
川
市
焼

山
60
番
地
）

☎
０
１
２
５
―
52
―
２
７
７
４

F
A
X
０
１
２
５
―
52
―
９
１
７
７

　

橋
梁
修
繕
工
事
の
た
め
次
の
期
間
、

尻
別
川
に
架
か
る
寒
別
橋
（
字
寒
別
〜

字
豊
岡
）
の
通
行
が
不
可
能
に
な
り
ま

す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

■
通
行
止
期
間
／
平
成
26
年
10
月
１
日

〜
平
成
27
年
３
月
20
日

■
迂
回
路
１
／
寒
別
北
岡
駅
線
（
石
川

養
鶏
場
〜
京
極
町
中
野
橋
・
京
極
町
と

の
町
境
）

■
迂
回
路
２
／
羊
蹄
大
橋
線
（
八
幡
〜

富
士
見
・
西
３
号
線
）
積
雪
期
は
不
通
。

　

新
し
く
採
用
と
な
り
ま
し
た
。
町
民

の
皆
様
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

竹
森　

容
子
さ
ん
（
み
な
み
保
育
所
保

育
士
補
助
員
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
８
月
１

日
付
）

白
戸　

香
さ
ん
（
風
土
館
専
任
職
員

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
年
８
月
１
日
付
）

　
「
ね
ぇ
、
知
っ
て
る
？
ク
ル
マ
に
乗

る
人
は
点
検
整
備
し
な
い
と
い
け
な
い

ん
だ
っ
て
。」

　

安
全
と
環
境
保
全
は
ク
ル
マ
の
点
検

整
備
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.tenken-seibi.com

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
２
月
１
日
か
ら
７
月
31
日

ま
で
に
、
町
民
よ
り
受
け
付
け
ま
し
た

１
件
の
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

くらしのガイド 9月号

－12－

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安町消費者協会

消費者協会ニュース

①牛乳を使った料理講習　9月 9日　10 時～

■場所／文化福祉センター　1 階調理室

■実習／ 4品　レシピ用意しています。

　　　　エプロン、スカーフを当日持参。

■受講料／無料。　　

■申込／ 9 月 5 日までに電話で申込み。（倶

知安消費者協会事務局☎ 23-1522）定員次第

締め切ります。

②北海道消費者大会　9 月 10 日　10 時～

■場所／札幌市かでる 2.7

　参加希望者は倶知安消費者協会へ申し込ん　

でください。詳しい案内書を差し上げます。

③秋のリサイクル市 

　9月 20 日受入、9月 21 日売出

詳細は　9月上旬新聞折り込みチラシで

出店申込み者は倶知安消費者協会へ電話を

■消費生活相談室（公民館 1階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

■時間外の緊急相談は☎ 22-2101（荒野）

平
成
26
年
度
入
校
前

適
正
相
談
の
実
施

相談

■
お
問
い
合
わ
せ
／

●
小
樽
年
金
事
務
所

年
金
受
給
者
の
方
は
お
客
様
相
談
室

☎
０
１
３
４
―
65
―
５
０
０
３

国
民
年
金
被
保
険
者
の
方
は
国
民
年
金
課　

☎
０
１
３
４
―
23
―
４
２
３
６

●
倶
知
安
町
役
場　

住
民
係

☎
56
―
８
０
０
７

※
各
種
届
出
用
紙
は
、
役
場
住
民
課
住

民
係
に
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
届
け
出
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

こんなとき 必要なもの

厚生年金や共済年金をかけ

ていた勤務先を退職したと

き。

資格喪失連絡票、離職票、退

職辞令等離職日や退職日が

わかる書類、印鑑。（扶養し

ている配偶者がいる人はあ

わせて届出を）

厚生年金・共済年金をかけ

ている配偶者の扶養からは

ずれたとき。

資格喪失連絡票、印鑑。

国民年金加入中の方が年金

手帳をなくしたとき。

年金手帳再交付申請書、印

鑑、運転免許証等本人確認の

できるもの。（厚生年金加入

中の方は、勤務先での再交付

申請となります。）

年金証書をなくしたとき。

年金証書再交付申請書、印

鑑、保険証等本人確認のでき

るもの。

年金を引き続き受けるため

には。

「国民年金受給権者現況届」

が送付されてきた場合は、必

ず提出してください。

年金を受けている人が死亡

したとき。

ご遺族の方の手続きは人に

よって違います。ご相談下さ

い。

町
建
設
課
管
理
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
１
１

通
行
止
の
お
知
ら
せ

周知

町
建
設
課
住
宅
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
１
２

パ
ー
ト
職
員
採
用
結
果

自
動
車
点
検
整
備
推
進
運
動

町
住
民
課
生
活
安
全
係　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
５

放
射
性
物
質
簡
易
検
査
結
果

測定日 7月7日

検体名 米粉（もち米）

産　地 福島県

Cs134 検出せず

Cs137 検出せず



広報くっちゃん くらしのガイド

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

『倶知安町警察署＆倶知安町防犯協会』 からのお知らせです。

ごめいふくをお祈りします

－13－

坂
さ か も と

本 　　結
ゆい

　ちゃん　　　北 7東 1　　　
　　（父　尚弘　母　麻衣）

織
お り か さ

笠 　悠
ゆ う と

人 ちゃん　　　北 1東 2 　　
　　（父　健二　母　真子）

飛
と び お か

岡 　蓮
れ ん と

斗 ちゃん　　　南 8東 1
　　（父　修吾　母　ちさと）　

小
こ ば や し

林 　勇
ゆ う と

斗 ちゃん　　　
　　（父　和明　母　歩）

渡
わ た な べ

邉 　優
ゆ う り

里 ちゃん　　　
　　（父　恵介　母　里衣子）

大
お お た に

谷 　樹
じ ゅ り あ

里亜ちゃん　　　字樺山
　　（父　祐二　母　スーザン）

木
き む ら

村 　凪
な ぎ さ

沙 ちゃん　　　
　　（父　敏之　母　琢子）

日
ひ の

野 　貴
た か き

稀 ちゃん　　　南 2東 1

　　（父　公貴　母　令枝）

高
た か は し

橋 　沙
さ わ

和 ちゃん　　　北 3東 4 　　
　　（父　修也　母　佳奈）

萩
は ぎ う だ

生田　絃
い と は

巴 ちゃん　　　
　　（父　太一　母　実代）

反
た ん ぽ

保 　羽
う ぶ き

輝 ちゃん　　　
　　（父　祐詩　母　奈美）

宮
み や か わ

川 　大
だ い き

輝 ちゃん　　　南 6東 1
　　（父　敦史　母　友菜）

荒　井　和　男さん (84) 　 字寒別

千　葉　アイ子さん (78)　　南 4東 3

内　山　幾　代さん (87)　　北 1西 1

坂　上　玲　子さん (61)　　北 4東 10

　秦　　ヨシコさん (76)　　南 3東 7

佐　藤　吉　三さん (86)　　南 2西 1

田　村　勝　儀さん (92)　　北 3東 2

　岡　　スミ子さん (82)　　字八幡

永　江　拓　朗さん (81)　　北 6東 6

佐々木　ワ　カさん (101)　 北 6 西 1

　原　　和　巳さん (85)　　北 4東 3

8 月 15 日 ( 金 ) までに住民課住民係へ届け出

があったもので、承諾を受けた内容について掲

載しています。

平成 26年 平成 25年
人　身 21件 22件
物　損 318 件 349 件
死　者 1名 0件

7 月末までの
町内交通事故発生状況

　

災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
７
１
」

を
ご
存
知
で
す
か
？

　

３
年
前
の
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東

日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
が

発
生
し
、
被
災
地
へ
の
電
話
が
つ
な
が

り
に
く
く
な
っ
た
場
合
、
伝
言
を
録
音

ま
た
は
再
生
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

一
昨
年
の
大
震
災
で
も
多
く
の
方
が
利

用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
各
種
電
話
か

ら
１
伝
言
30
秒
、
１
電
話
番
号
あ
た
り

１
〜
10
件
の
伝
言
を
最
大
48
時
間
保
存

す
る
こ
と
が
で
き
、
家
族
や
知
人
の
安

否
情
報
の
確
認
な
ど
に
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

　

災
害
時
に
は
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
自
ら
安
否
情
報
を
発
信
す

る
よ
う
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
ご
利
用
方
法
は
、
お
手
持
ち

平成 26年 平成 25年
火　災 8件 9件
救　急 475件 463件
救　助 13件 12件
その他 53件 64件

9 月 1 日は「防災の日」・8月 30 日～ 9月 5 日は「防災週間」

7 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

主
な
事
件

▽
自
転
車
盗
難
の
発
生
に
つ
い
て

　

駐
輪
場
に
無
施
錠
で
と
め
て
い
た
自
転

車
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る
盗
難

事
件
の
発
生
に
つ
い
て

　

買
い
物
中
に
カ
ー
ト
の
フ
ッ
ク
に
掛
け

て
い
た
手
提
げ
バ
ッ
グ
が
盗
ま
れ
る
事
件

が
発
生
し
ま
し
た
。　

交
通
事
故

▽
７
月
４
日
、国
道
の
直
線
路
に
お
い
て
、

左
側
端
に
停
車
し
て
い
た
車
両
が
転
回
し

よ
う
と
す
る
際
に
後
方
確
認
を
怠
っ
た
こ

と
か
ら
、
後
方
か
ら
来
た
車
両
と
衝
突
す

る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
７
月
27
日
、
駐
車
場
か
ら
道
路
に
出
る

際
に
安
全
確
認
を
怠
っ
た
た
め
、
左
方
か

ら
来
た
車
両
と

衝
突
す
る
事
故

が
発
生
し
ま
し

た
。

Q．仕事でミスをしてしまい、会社から損害の全額の賠償を求め

られています。賠償しなければならないのでしょうか。

A．仕事でミスしてしまうことは少なくありません。一般的に、

使用者（会社）から労働者（従業員）への損害賠償請求は、具体

的事情により制限されます。なぜなら、使用者と労働者との間に

は経済力の差があるし、いつも使用者は従業員の働きによって利

益を得ているので、労働者が仕事上ミスをしてしまうリスクも使

用者に負担させるのが社会通念上公平であると考えられているか

らです。例えば、労働者が居眠りをして操作を誤り機械を壊した

事件で、裁判所は、労働者が損害賠償責任を負うのは全損害額の

２割５分の限度であると判断しました。このように考えると、通

常働いていて起こるようなミスであれば、使用者から労働者に対

し損害賠償請求をすることは難しいということできるでしょう。

なお、損害額を勝手に給料から天引きすることは違法です。

　また、損害賠償請求ではなく、減給という懲戒処分が科せられ

ることもありますが、使用者が労働者を懲戒するには、予め就業

規則に懲戒の種類と事由を定めておいた上で、その就業規則を従

業員の大半が知っているか又は知ることができる状態においてお

く必要があります。したがって、規則で定めていないのに使用者

の一存で懲戒処分にすることはできません。

　安心して働くことができるよう労働者は法的に保護されている

ということができます。

の
電
話
帳
や
電

話
会
社
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に

掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
確
認

を
し
て
く
だ
さ

い
。

仕
事
の
ミ
ス
で

会
社
か
ら
損
害
賠
償
請
求
？

人の動き　平成 26 年 7月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,296 人

 7,606 人

 7,690 人

7,581 世帯

（前月比  -29）

（前月比  -26）

（前月比   -3）

（前月比  -24）

うち外国籍住民 279人（前月比  -12）

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士古宮　靖子
☎ 0135-61-4777
FAX0135-61-4888


